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本
稿
は
、
南
北
朝
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
で
使
用
さ
れ
る
申
状
の
う
ち
以
下
に

述
べ
る
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
折
紙
(
-
)
の
申
状
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る

こ
と
で
、
上
申
文
書
研
究
の
理
解
に
資
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
は
、
南
北
朝
期
の
室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
折
紙
の
申
状
と

そ
れ
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
セ
ッ
ト
で
確
認
で
き

る
事
例
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
た

折
紙
の
申
状
に
は
声
原
則
と
し
て
折
紙
の
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
日
付
の
記
載
を

含
む
銘
(
2
)
を
確
認
で
き
る
事
例
に
限
定
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
管
見
に
及
ん
だ
事

例
は
、
十
一
に
掲
出
し
た
四
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
十
一
-
四
は
竪
紙
の
案
文
と

し
て
伝
来
し
て
お
り
、
折
紙
と
し
て
は
現
存
し
て
お
ら
ず
問
題
を
残
す
が
、
後
述

す
る
折
紙
の
申
状
の
特
徴
ア
～
カ
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
の
で
、
参
考
史
料
と
判

断
し
て
表
一
の
最
後
に
掲
出
し
た
。

 
ま
ず
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
折
紙
の
申
状
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
沙

汰
未
練
書
』
を
見
る
と
、
二
、
書
状
ト
ハ
、
折
紙
割
書
小
申
状
事
也
(
後
略
)
」

(
3
)
と
あ
り
、
折
紙
に
書
く
「
小
申
状
」
を
「
書
状
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
石
井
良
助
氏
は
、
「
書
状
は
消
息
と
同
義
で
あ
る
か
ら
、
消
息
体
の

訴
状
が
「
書
状
」
な
の
で
あ
る
」
(
4
)
と
指
摘
さ
れ
た
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
書
状
」
と
記
述
さ
れ
る
折
紙
に
書
か
れ
た
申
状
の
存
在

が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
、
『
沙
汰
未
練
書
』
収
録
の
「
書
状
」
の
例
文
に
よ

っ
て
特
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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表
一

右
∵
訴
状
の
年
月
日
(
係
争
地
)
左
'
'
折
り
返
し
の
奥
・
端
裏
の
内
容

右
'
'
年
月
日
、
(
)
は
書
下
の
正
文
案
文
左
'
'
充
所
と
訴
状
の
記
載

右
・
中
'
'
出
典
左
日
裏
花
押
の
有
無

(
康
永
二
)
八
・
三
(
摂
津
)

康
永
二
・
八
・
十
二
(
正
文
)

一

垂
水
庄
事
 
 
 
 
 
 
 
「
八
」
 
敵
方
申
状
等
 
 
 
康
永
二
七
七
 
朝
倉
孫
太
郎
左
衛
門
尉
 
 
〃

東
寺
雑
記
(
論
人
)

重
書
状
如
此

東
寺
百
合
文
書
つ
、
二
(
写
真
版
)
(
『
吹
田
市
手
手
五
巻
史
料
十
二
』
所
収
)
無
(
正
文
)

(
康
永
二
)
九
・
六
(
備
前
)

康
永
二
・
十
・
十
九
(
正
文
)

二

 
 
 
 
 
 
康
永
二
十
十
九
二
尊
院
雑
掌
 
 
 
 
 
金
岡
庄

額
安
寺
雑
掌
(
論
人
)

書
状
如
此

二
尊
院
文
書
(
影
写
本
)
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
七
所
収
)
無
(
正
文
力
)

三

(
永
和
元
)
九
・
十
(
越
前
)

永
和
元
・
九
・
十
八
(
案
文
)

頼
憲
/
永
和
元
九
十
八

波
多
野
因
幡
入
道
(
論
人
二
重
書
状
如
此

東
寺
百
合
文
書
ロ
(
写
真
版
)
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
四
十
四
所
収
)
無
(
案
文
)

四

(
暦
応
三
)
四
・
二
十
三
(
美
濃
)

暦
応
三
・
四
・
二
十
三
(
案
文
)

仲
村
庄
下
方
雑
掌
暦
応
三
四
廿
三

地
頭
代
(
論
人
)

重
申
状
如
此

(
備
考
)
訴
状
の
年
月
日
の
う
ち
年
号
に
(
)
を
付
し
た
も
の
は
、
関
連
史
料
か
ら
年
号
を
推
測
し
た
こ
と
を
示
す
。

［
史
料
一
1
①
］
(
『
沙
汰
未
練
書
』
)

 
 
一
 
書
状
書
様
事
(
割
注
省
略
)

 
 
肇
国
何
所
某
申
何
々
事
、
不
触
本
解
状
、
可
進
陳
状
之
由
存
候
、
此
旨
可

 
 
有
御
披
露
候
哉
、
恐
憧
謹
言
、

 
 
 
 
 
何
月
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
某
裏
判

 
 
 
 
 
 
御
奉
行
所

［
史
料
一
1
②
］
(
『
沙
汰
未
練
書
』
、
〈
 
〉
は
割
注
、
以
下
同
じ
)

 
一
 
催
促
書
状
書
様
事

 
 
 
何
国
何
所
某
申
何
々
事
、
乍
請
取
本
解
状
、
干
今
無
音
之
上
者
、
以
御
書

 
 
 
下
、
被
召
出
陳
状
、
急
速
可
被
経
御
沙
汰
之
由
存
候
、
以
此
旨
可
有
高
披

 
 
 
露
候
哉
、
恐
々
謹
言
、

 
 
 
 
 
 
何
月
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
某
裏
判

 
 
 
 
 
 
 
御
奉
行
所
〈
子
細
同
前
〉

 
ま
ず
、
『
沙
汰
未
練
書
』
か
ら
二
つ
の
型
を
確
認
で
き
る
。
次
に
、
右
の
二
つ

の
型
に
共
通
し
て
い
る
点
を
あ
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 
 
ア
'
'
日
付
は
月
日
の
み
で
無
年
号
で
あ
る
。

 
 
イ
'
'
書
止
文
言
は
基
本
的
に
「
(
以
)
此
旨
可
有
御
披
露
候
哉
、
恐
々
(
ま

 
 
 
 
た
は
恐
憧
)
謹
言
」
で
あ
る
。



折紙の申状について(岩元修一)3
，

 
.
 
ウ
'
'
こ
こ
で
確
認
し
た
「
書
状
」
は
、
と
も
に
訴
訟
の
際
に
使
用
さ
れ
、
後

 
 
 
 
者
は
陳
状
提
出
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
エ
'
'
差
出
し
人
は
裏
判
(
裏
花
押
)
を
す
え
て
い
る
。

 
 
オ
'
'
「
御
奉
行
所
」
と
い
う
充
所
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
後
者
の
型
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
［
史
料
一
一
②
］
は
、
幕
府
側
の
「
御

書
下
」
に
よ
っ
て
論
人
側
の
陳
状
提
出
を
求
め
た
も
の
で
、
訴
人
側
提
出
の
い
わ

ゆ
る
催
促
の
「
書
状
」
つ
ま
り
折
紙
の
申
状
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
石
井
良
助
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
手
続
き
を
説
明
し
た
中
で
、
(
ア
)
こ
の

催
促
書
状
に
よ
っ
て
「
裁
判
所
」
が
陳
状
提
出
を
求
め
る
「
催
促
状
」
(
ま
た
催

促
書
下
)
を
出
す
こ
と
、
(
イ
)
こ
の
催
促
書
下
も
通
例
は
訴
人
が
論
人
の
許
に

持
参
し
、
特
別
な
場
合
の
み
奉
行
使
者
が
持
参
し
た
こ
と
(
5
)
、
そ
し
て
南
北
朝

期
に
つ
い
て
も
(
ア
)
の
行
わ
れ
た
こ
と
(
6
)
な
ど
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
少
な
く

と
も
南
北
朝
期
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
日
付
の
検
討
な
ど
、
い
ま
少
し

検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
書

下
と
は
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
の
こ
と
で
あ
る
(
7
)
。

 
参
考
ま
で
に
表
一
-
二
の
事
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
基
本
的
に
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
っ
た
が
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
七
、
九

四
四
～
五
頁
も
参
照
し
た
。
な
お
、
左
掲
の
史
料
に
み
え
る
銘
に
つ
い
て
は
後
で

ふ
れ
る
の
で
注
意
し
て
お
こ
う
。

［
史
料
二
一
①
］
(
表
一
1
二
)

 
 
(
折
見
返
書
)

 
 
「
 
 
 
 
 
康
永
二
十
十
九

 
 
 
二
尊
院
雪
意
 
 
 
金
岡
庄
 
 
 
」

 
 
 
二
尊
院
雑
酒
良
勝
申
、
備
前
国
金
適
者
東
方
二
尊
院
方
分
田
漆
工
弐
段
三

 
 
 
十
代
事
、
額
安
寺
雑
慮
抑
留
契
約
状
、
年
記
以
後
致
好
訴
令
押
領
之
間
、

 
 
 
就
支
申
、
欲
肉
薄
明
之
処
、
彼
雑
掌
抑
留
契
約
状
、
干
今
令
押
領
之
、
不

 
 
 
及
参
対
之
条
、
好
謀
之
至
極
也
、
所
詮
被
成
下
御
書
下
、
召
出
彼
雑
掌
、

 
 
 
被
経
厳
密
之
御
沙
汰
、
被
糺
返
押
領
物
、
召
賜
年
記
契
約
状
、
三
下
地
者

 
 
 
不
日
弓
打
渡
二
尊
院
雑
掌
、
可
全
所
務
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐

 
 
 
憧
謹
言
、

 
 
 
 
 
 
九
月
六
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
良
勝
(
裏
花
押
)

御
奉
行
所

［
史
料
二
一
②
］
(
表
一
-
二
)

 
 
 
二
尊
院
雑
掌
良
勝
申
、
備
前
国
金
岡
庄
東
方
田
地
事
、

 
 
 
被
出
嫁
之
由
候
也
、
傍
執
達
如
件
、

 
 
 
 
 
康
永
二
年
十
月
十
九
日

額
安
寺
雑
掌

書
状
如
此
、
早
島

雨
意
(
花
押
)

宏
昭
(
花
押
)

 
で
は
、
右
に
確
認
し
た
折
紙
の
申
状
の
特
徴
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

お
い
て
具
体
例
に
よ
り
つ
つ
検
討
を
加
え
よ
う
。

二

 
こ
こ
で
は
、
表
一
に
掲
出
し
て
い
な
い
折
紙
の
申
状
を
検
討
し
て
、

足
を
行
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
史
料
を
示
そ
う
。

［
史
料
三
］
(
山
形
大
学
所
蔵
中
条
家
文
書
、
『
新
潟
県
史
資
料
編
4
』
.
 

 
 
 
 
 
号
、
付
録
に
写
真
版
収
録
、
裏
花
押
あ
り
)

 
 
(
折
見
返
書
)

 
 
「
 
貞
和
六
 
二
 
十
一

以
下
に

若
干
の
補

一
七
八
五

 
□
□
□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

越
後
国
奥
山
庄
雑
掌
春
政
申
上
庄
中
条
御
年
貢
毎
年
捌
拾
壱
貫
三
百
四
十
三

文
也
、
而
地
頭
和
田
三
郎
左
衛
門
尉
茂
助
去
貞
和
四
・
五
両
年
抑
留
御
年
貢

之
間
、
就
訴
申
度
々
被
経
御
沙
汰
、
去
年
七
月
廿
八
日
仰
守
護
方
、
被
成
御

教
書
臥
処
、
自
同
年
九
月
当
参
之
間
、
去
月
廿
七
日
、
錐
被
成
御
書
下
、
猶

以
無
音
之
上
者
、
所
詮
、
両
年
乃
貢
不
日
可
令
究
済
之
由
、
可
被
立
御
使
候

哉
、
以
此
旨
可
臨
御
披
露
候
、
恐
憧
謹
言
、

 
 
貞
和
六
年
二
月
十
一
日
 
 
・
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
春
政
(
裏
花
押
)

 
 
 
御
奉
行
所
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一
で
確
認
し
た
折
紙
の
申
状
の
特
徴
を
も
と
に
［
史
料
三
］
を
検
討
し
て
み
る

と
、
折
紙
の
申
状
の
五
点
の
特
徴
の
う
ち
、
月
日
の
記
載
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
［
史
料
三
］
に
は
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
［
史
料

三
］
に
裏
花
押
が
あ
る
点
も
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

新
た
に
特
徴
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
「
両
年
乃

貢
不
日
可
令
究
済
」
と
求
め
て
い
る
点
も
注
意
で
き
よ
う
。

 
問
題
は
、
こ
の
裏
花
押
の
人
物
で
あ
る
が
、
［
史
料
三
」
は
「
貞
和
六
」
と
い

う
北
朝
年
号
を
使
用
し
て
お
り
(
観
応
へ
の
改
元
は
同
年
二
月
二
十
七
日
)
、
文

中
に
「
仰
守
護
方
、
被
成
御
教
書
」
と
あ
っ
て
、
守
護
に
対
し
て
「
御
教
書
」
を

発
給
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
「
御
教
書
」
発
給
の
主
体
は

室
町
幕
府
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
［
史
料
三
］
の
係
争
地
で
は
、
建
武
四
年
以

来
の
年
貢
を
め
ぐ
る
訴
人
里
庄
領
家
雑
掌
と
論
人
地
頭
和
田
三
郎
左
衛
門
尉
茂
助

と
の
相
論
に
対
し
て
室
町
幕
府
が
康
永
四
年
に
裁
許
を
行
っ
て
い
る
(
8
)
。
以
上

の
点
か
ら
、
［
史
料
三
］
の
裏
花
押
は
室
町
幕
府
奉
行
人
の
も
の
と
判
断
で
き
る
。

 
最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
、
折
紙
の
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
記
さ
れ
た
文
言
で

あ
る
。
［
史
料
三
］
を
収
録
し
て
い
る
『
新
潟
県
史
資
料
編
4
』
を
見
る
と
、
こ

の
文
書
の
後
に
記
さ
れ
た
註
の
中
で
「
見
返
し
ウ
洛
書
は
賦
奉
行
の
銘
か
」
(
三

七
一
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
見
返
し
ウ
ハ
書
」
は
、
［
史
料
三
］
の
「
折

見
返
書
」
に
相
当
す
る
。
実
は
、
折
紙
の
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
記
さ
れ
た
文
言

を
ど
の
よ
う
に
表
記
し
、
活
字
史
料
の
ど
の
位
置
に
翻
刻
す
る
か
と
い
う
点
を
、

各
種
の
史
料
集
で
確
認
し
て
見
る
と
、
統
一
さ
れ
た
表
記
が
な
く
、
ま
た
翻
刻
位

置
も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
(
9
)
。
こ
こ
で
は
、
『
大
日
本
史
料
』
第

六
編
四
十
四
、
二
〇
七
頁
に
な
ら
っ
て
掲
出
し
て
み
た
。

 
［
史
料
三
］
の
折
り
返
し
の
奥
の
部
分
は
、
写
真
版
を
見
る
と
『
新
潟
県
史
資

料
編
4
』
の
指
摘
の
よ
う
に
「
画
筆
」
で
あ
り
、
文
字
も
大
き
く
、
い
わ
ゆ
る
銘

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
こ
の
銘
が
賦
奉
行
の
手
に
な
る
も
の
か
ど

う
か
で
あ
る
。
私
は
、
［
史
料
三
」
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
書

状
」
は
初
め
て
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
初
度
の
訴
状
で
は
な
く
、
幕
府
に
よ
る
「
御

教
書
」
や
「
御
書
下
」
の
発
給
後
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
［
史
料
三
］

は
賦
を
経
ず
直
接
に
幕
府
の
担
当
奉
行
人
(
お
そ
ら
く
裏
花
押
を
す
え
た
人
物
)

に
渡
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
(
-
o
)
。
し
た
が
っ
て
、
［
史
料
三
」
の

銘
は
幕
府
担
当
奉
行
人
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
折
り

返
し
の
奥
に
記
さ
れ
た
日
付
が
［
史
料
三
］
の
年
月
日
と
一
致
す
る
点
に
も
注
意

し
て
お
こ
う
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
一
で
確
認
し
た
室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
折
紙
の
申
状
の
五

つ
の
特
徴
に
、
新
た
に
二
点
の
追
加
と
一
点
の
補
足
が
で
き
た
。
一
つ
は
、

 
 
カ
'
'
折
り
返
し
の
奥
の
部
分
に
折
紙
の
申
状
を
受
理
し
た
担
当
奉
行
人
の
手

 
 
 
 
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
銘
が
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、

い
ま
一
つ
は
、

 
 
キ
'
'
折
紙
の
申
状
を
受
理
し
た
と
推
測
さ
れ
る
担
当
奉
行
人
の
裏
花
押
が
付

 
 
 
 
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
(
1
1
)
、
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
'
'
月
日
に
年
号
が
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
補
足
す
る
こ
と
も

で
き
た
。

 
た
だ
、
カ
、
キ
の
二
点
を
表
一
の
す
べ
て
の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
す

る
こ
と
は
、
史
料
が
案
文
で
あ
っ
た
り
、
史
料
原
本
(
ま
た
は
写
真
)
を
確
認
で

き
な
い
た
め
に
現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
案
文
で
あ
っ
て
も
、

わ
ざ
わ
ざ
詳
し
い
銘
が
記
入
さ
れ
て
史
料
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
史
料
が
正
文
の
段
階
で
は
［
史
料
三
」
で
確
認
し
た
の
と
同
様
の
対
応
が
幕
府

内
部
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
右
の

よ
う
な
想
定
の
も
と
で
以
下
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

三

 
こ
こ
で
は
、
一
・
二
で
確
認
し
た
折
紙
の
申
状
の
七
つ
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
表

一
の
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

 
ま
ず
、
申
状
は
相
論
の
ど
の
段
階
で
提
出
さ
れ
た
か
。
表
一
の
一
に
は
「
乍
請

取
二
間
状
、
二
身
状
遅
引
之
間
、
被
成
御
書
下
」
、
二
に
は
「
(
論
人
'
'
引
用
者
注
、

以
下
同
じ
)
額
安
寺
雑
掌
抑
留
契
約
状
、
年
記
以
後
致
好
訴
令
押
領
之
問
、
就
支

申
、
欲
被
糺
明
聾
心
、
彼
雑
掌
抑
留
契
約
状
、
干
今
令
押
領
之
、
不
及
参
対
之
条
」
、

三
に
は
「
(
論
人
)
地
頭
波
多
野
因
幡
入
道
代
覚
賢
、
乍
下
賜
重
状
井
具
書
等
、

不
及
是
非
陳
状
画
数
月
之
間
、
去
〈
応
安
七
〉
十
二
月
十
五
日
錐
二
成
御
書
下
」
、

四
に
は
「
就
黒
革
之
、
依
出
承
伏
陳
状
、
捧
二
間
状
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
訴
人

側
に
よ
る
申
状
の
提
出
は
、
少
な
く
と
も
初
度
の
訴
状
提
出
(
な
い
し
は
支
申
と

い
う
行
為
)
の
次
の
段
階
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
こ
と
は
、
二



折紙の申状についてく岩元修一)
，
3

で
検
討
し
た
［
史
料
三
］
や
一
で
検
討
し
た
［
史
料
一
1
②
］
と
も
同
じ
と
い
え

よ
う
。
.
 

 
で
は
、
申
状
に
よ
る
訴
人
側
の
要
求
は
何
か
。
天
一
の
一
は
「
被
立
御
奉
行
使

者
、
可
召
賜
早
雪
状
」
つ
衷
吟
奉
行
使
者
を
介
し
た
二
黒
状
の
要
求
、
・
二
は
「
所

詮
被
成
下
御
書
下
、
.
 
召
出
里
雪
里
居
被
経
厳
密
還
御
沙
汰
」
つ
ま
σ
召
喚
の
要
求
、

三
は
「
所
詮
任
定
法
重
被
成
御
書
下
、
並
立
両
御
奉
行
使
者
、
謹
慎
厳
密
御
沙
汰
」
、

こ
れ
は
表
一
1
三
所
要
の
書
下
案
(
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
)
を
参
照
す

る
と
「
不
日
可
被
明
記
」
つ
ぎ
り
弁
明
の
要
求
、
、
四
は
嘉
以
両
奉
行
使
者
、
被
□

□
｛
召
出
力
｝
彼
地
頭
代
等
、
可
被
経
御
沙
汰
」
つ
衷
直
付
喚
の
要
求
、
・
［
史
料
一

1
②
］
は
「
以
御
書
下
、
∴
被
召
出
陳
状
」
づ
ま
り
弁
明
・
(
陳
状
〉
.
 
の
要
求
、
［
史

料
三
］
は
「
所
詮
、
両
年
乃
貢
不
日
可
令
究
済
之
由
、
可
被
立
御
使
奴
哉
」
つ
ま

り
奉
行
人
使
者
に
よ
る
未
進
年
貢
の
究
済
要
求
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
［
史
料

三
］
を
の
ぞ
く
と
、
外
の
事
例
は
す
べ
て
論
人
側
の
晋
喚
あ
る
い
は
弁
明
を
求
め

て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
奉
行
人
使
者
の
役
割
に
も
注
目
で
き
よ
う
。

 
次
に
、
申
状
に
裏
花
押
を
確
認
で
き
る
か
。
表
一
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、

表
一
の
三
・
四
は
案
文
の
た
め
裏
花
押
の
有
無
は
問
題
に
で
き
な
い
。
表
一
一
一

・
二
に
は
差
出
人
の
裏
花
押
を
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
申
状
は
正
文
の
可

表
二

八
性
が
高
い
が
、
二
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
っ
て
い
る
の
で

最
終
的
に
は
原
本
(
な
い
し
は
原
本
の
写
真
)
に
よ
る
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
残

り
の
表
一
一
一
が
さ
し
あ
た
り
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
も
裏
花
押
が
な
い
。
し

・
た
が
っ
て
折
紙
の
申
状
の
特
徴
キ
に
は
、
正
文
で
も
担
当
奉
行
人
の
裏
花
押
の
な

い
事
例
が
あ
る
場
合
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
今

は
結
論
を
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
①
折
紙
の
申
状
の
日
付
、
②
折
り
返
し
部
分
の
奥
の
日
付
、
③
折
紙

の
申
状
と
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
た
書
下
(
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
)
の
日
付
、

と
い
う
三
つ
の
日
付
の
関
係
に
づ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
表
一
を
①
か
ら
③
の
日

付
の
み
に
注
目
し
て
整
理
す
る
と
表
二
の
よ
う
に
な
る
。

 
表
一
所
掲
の
折
紙
の
申
状
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
正
文
で
な
い
も
の
を

含
む
の
で
、
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
記
さ
れ
た
内
容
を
ど
こ
ま
で
信
頼
で
き
る
の

か
と
い
う
問
題
は
残
る
け
れ
ど
、
例
え
ば
精
一
-
四
の
場
合
、
案
文
な
が
ら
端
裏

に
記
述
が
あ
り
、
一
応
正
確
な
案
文
と
み
な
せ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
こ
う
。

表
一
の
番
号

①
折
紙
の
申
状
の
日
付

②
折
り
返
し
奥
の
日
付

③
書
下
の
日
付

備
 
考

、
一

八
月
三
日

康
永
二
年
八
月
七
日

康
永
二
年
八
月
十
二
日

①
②
③
が
不
一
致

二

九
月
六
日

康
永
二
年
十
月
十
九
旧

康
永
二
年
十
月
十
九
日

①
と
②
③
で
不
一
致

三
.
 

九
月
十
日

永
和
元
年
九
月
十
八
日

永
和
元
年
九
月
十
八
日

①
と
②
③
で
不
一
致

、
四
(
参
考
)

四
月
二
十
三
日

暦
応
三
年
四
月
二
十
三
日

暦
応
三
年
四
月
二
十
三
日

①
②
③
が
一
致

 
で
は
、
折
紙
の
申
状
が
幕
府
で
受
理
さ
れ
た
後
の
手
続
き
に
即
し
て
右
の
三
つ

め
田
付
の
閥
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
表
一
の
折

紙
の
申
状
は
す
べ
て
最
初
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
の
で
、

［
史
料
三
］
の
検
討
に
際
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
折
紙
の
申
状
は
賦
を

経
由
せ
ず
、
直
接
担
当
奉
行
人
に
付
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
私

は
考
え
て
い
る
。
と
す
る
と
、
折
り
返
し
部
分
の
奥
の
日
付
は
ど
の
段
階
で
記
入
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さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
日
付
が
記
入
さ
れ
た
段
階
に
つ

い
て
は
さ
し
あ
た
り
、

 
A
'
'
折
紙
の
申
状
を
幕
府
側
で
受
理
し
た
段
階
(
日
付
は
受
理
日
)

 
B
'
'
折
紙
の
申
状
に
関
す
る
沙
汰
が
幕
府
で
あ
り
一
定
の
決
定
を
み
た
段
階

 
 
(
日
付
は
沙
汰
日
)

 
C
'
'
折
紙
の
申
状
に
関
す
る
書
下
発
給
の
段
階
(
日
付
は
書
下
発
給
日
)

と
い
う
三
つ
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
A
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
は
除
く
こ
と
に
す
る
。
B
と
C
が
残
る
が
、

上
島
有
氏
の
研
究
(
1
2
)
を
参
考
に
す
る
と
、
B
と
C
は
原
則
と
し
て
一
致
す
る
と

み
て
よ
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
幕
府
で
沙
汰
が
あ
り
、
書
下
発
給
の
決
定
が
な
さ

れ
た
日
付
で
書
下
が
作
成
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
表
一
i
一
は
②
折
り
返
し
部
分
の
奥
に
記
さ
れ
た

日
付
と
③
書
下
(
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
)
の
日
付
が
一
致
せ
ず
検
討
の
余

地
を
残
す
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
の
事
例
で
は
②
と
③
の
日
付
が
一
致
し
て
お
り
、

一
応
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。

四

 
こ
こ
で
は
、
相
論
で
訴
人
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
折
紙
の
申
状
は
論
人
側
に
渡
さ

れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
表
一
-
四
の
申
状
の
奥
に
記
さ
れ
た
次

の
史
料
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
。

［
史
料
四
］
(
大
友
家
文
書
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
五
、
六
二
五
頁
)

 
暦
応
三
四
廿
五
自
奉
行
門
真
左
衛
門
入
道
寂
意
方
請
取
二
間
状
、
所
令
与
奪

 
干
地
頭
御
代
官
高
山
三
郎
方
也
、
此
書
下
・
申
状
子
細
同
前
、

ま
ず
、
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
た
動
詞
の
「
請
取
」
、
「
与
奪
」
の
主
語
は
誰
か
、
検

討
し
よ
う
。
こ
の
史
料
に
は
文
中
に
「
地
頭
御
代
官
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
訴
人
側
の
関
連
史
料
で
は
論
人
の
地
頭
方
を
「
地
頭
代
高
山
三
郎
」
(
大

友
家
文
書
暦
応
三
年
三
月
日
付
雑
掌
尊
舜
重
申
状
案
)
と
「
御
」
の
文
字
を
付
さ

な
い
で
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
表
一
-
四
の
申
状
は
「
両
奉
行
使
者
、
被
□
□

｛
召
出
力
｝
彼
地
頭
代
等
」
と
両
奉
行
人
使
者
に
よ
る
論
人
の
召
喚
を
求
め
、
そ
れ

を
う
け
た
表
一
-
四
の
書
下
案
も
「
所
立
使
者
也
」
と
両
面
行
人
使
者
の
発
遣
を

記
し
て
い
る
。

 
と
す
る
と
、
こ
の
表
一
-
四
の
事
例
の
場
合
、
論
人
側
は
二
間
状
を
請
け
取
ろ

う
と
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
二
間
状
を
論
人
側
に
与
奪
し
た
可
能
性
の
あ
る
の

は
訴
人
側
と
両
奉
行
人
使
者
の
ど
ち
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
右
に
述
べ
た
点
を
あ

わ
せ
て
考
え
る
と
、
動
詞
の
「
請
取
」
、
「
与
奪
」
の
主
語
は
訴
人
側
で
は
な
く
て

声
誉
行
人
の
使
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ち
う
か
(
1
3
)
。

.
 
表
一
一
四
の
申
状
案
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
訴
人
の
召
喚
を
求
め
、
表
一
-

四
の
書
下
案
は
使
者
発
遣
を
伝
え
て
、
出
対
し
て
の
二
間
状
請
取
を
論
人
側
に
求

め
て
お
り
、
こ
の
書
下
案
の
内
容
は
［
史
料
四
］
の
内
容
と
の
整
合
性
と
い
う
点

で
解
釈
が
む
つ
か
し
い
け
れ
ど
、
結
局
幕
府
側
の
最
終
的
判
断
は
、
奉
行
人
使
者

に
よ
る
二
間
状
の
与
奪
(
論
人
の
二
二
状
提
出
)
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
両
奉
行
人
使
者
の
あ
り
方
は
表
一
一
三
の
関
連
史
料
で
も
確
認
で

き
る
。
三
一
⊥
二
の
関
連
史
料
で
あ
る
応
安
六
年
九
月
二
十
六
日
付
室
町
幕
府
奉

行
人
連
署
書
下
案
を
み
る
と
、
訴
人
で
あ
る
東
寺
側
の
「
重
書
状
」
を
う
け
て
幕

府
は
「
弁
明
」
を
求
め
る
た
め
の
奉
行
使
者
の
発
遣
を
論
人
に
伝
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
が
、
そ
の
書
下
案
に
は
続
け
て
、

 
 
九
月
廿
八
n
ロ
両
使
立
之
、

 
 
 
 
布
施
使
六
郎
三
郎

 
 
 
 
雅
楽
使
六
郎
二
郎

と
記
さ
れ
て
い
る
(
1
4
)
。
つ
ま
り
、
応
安
六
年
九
月
二
十
六
日
付
室
町
幕
府
奉
行

人
連
署
書
下
を
論
人
側
に
伝
え
る
両
奉
行
人
使
者
が
書
下
の
日
付
の
二
日
後
に
立

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
［
史
料
四
］
の
場
合
も
両
奉
行
人
使
者
の
行
動
は
書
下
の

日
付
の
二
日
後
で
あ
り
、
両
奉
行
人
使
者
の
行
動
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。 

で
は
、
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
［
史
料
四
］
と
一
連
の
史
料
で
あ
る
表
一

-
四
の
申
状
に
関
す
る
問
題
点
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
一
で
述
べ

た
よ
う
に
天
一
-
四
の
申
状
は
竪
紙
の
案
文
で
あ
り
、
銘
も
端
裏
部
分
に
記
さ
れ
、

関
連
す
る
書
下
案
に
も
こ
の
申
状
を
「
重
書
状
」
で
は
な
く
「
重
申
状
」
と
記
し

て
い
る
か
ら
、
は
た
し
て
正
文
の
段
階
で
折
紙
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
な

お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
表
一
一
四
の

申
状
は
本
稿
で
対
象
と
し
た
折
紙
の
申
状
と
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
、
実
際
に
そ
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の
提
出
を
う
け
て
外
の
表
一
の
事
例
と
同
じ
内
容
の
奉
行
人
連
署
書
下
が
発
給
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
［
史
料
四
］
を
も
と
に
折
紙

の
申
状
は
論
人
側
に
渡
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
考
え
る
こ
と
に
大
き
な

問
題
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
折
紙
の
申
状
の
検
討
を
主
題
と
す
る

本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
問
題
は
残
る
の
で
、
こ
こ
で
の
検
討
結
果
は

参
考
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

 
さ
て
、
［
史
料
四
］
の
場
合
、
論
人
へ
の
二
間
状
の
与
奪
を
行
っ
て
い
る
が
、

催
促
の
申
状
は
論
人
側
に
渡
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
(
甲
)

二
間
状
と
と
も
に
書
下
正
文
・
催
促
の
申
状
正
文
を
論
人
側
に
渡
し
た
、
(
乙
)

二
間
状
の
み
渡
し
て
書
下
正
文
・
催
促
の
申
状
正
文
は
訴
人
側
に
返
却
し
た
、
と

い
う
二
つ
の
想
定
が
可
能
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
［
史
料
四
］
を
み
る
と
、
「
此
申
状
書
下
子
細
同
前
」
つ
ま
り
論
人
に

対
し
て
「
此
申
状
」
と
「
書
下
」
が
二
問
状
と
同
U
よ
う
に
使
者
に
よ
っ
て
渡
さ

れ
た
(
「
子
細
同
前
」
)
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
が
正
文
と
し
て
渡
さ
れ

た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
(
1
5
)
。

 
以
上
、
参
考
事
例
な
が
ら
、
両
津
行
人
使
者
に
よ
る
二
君
状
要
求
の
際
、
訴
人

側
の
「
書
状
」
と
そ
れ
を
う
け
た
書
下
が
使
者
に
よ
っ
て
論
人
側
に
渡
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
述
べ
た
。

五

 
こ
こ
で
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
ほ
ぼ
南
北
朝
期
に
わ
た
る
評
定
一
引
付
制
度

の
存
在
し
た
時
期
の
幕
府
訴
訟
手
続
き
、
で
使
用
さ
れ
た
「
書
状
」
と
記
さ
れ
る
折

紙
の
申
状
に
つ
い
て
、
南
北
朝
期
室
町
幕
府
の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
な
検
討
を

加
え
た
。
折
紙
の
申
状
自
体
は
多
様
な
用
途
が
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、

最
後
に
本
稿
の
検
討
結
果
を
簡
単
に
ま
と
め
て
結
び
と
し
よ
う
。

 
ま
ず
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
折
紙
の
申
状
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
点
を
指
摘
し

た
。 

 
ア
'
'
日
付
は
月
日
の
み
で
無
年
号
の
場
合
と
年
号
を
付
す
場
合
が
あ
る
。

 
 
イ
'
'
書
止
文
言
は
基
本
的
に
「
(
以
)
此
旨
意
有
御
披
露
根
回
、
恐
々
(
ま

 
 
 
 
た
は
恐
憧
)
謹
言
」
で
あ
る
。

 
 
ウ
'
'
こ
こ
で
確
認
し
た
「
書
状
」
は
、
訴
訟
の
際
に
使
用
さ
れ
、
お
も
に
出

 
 
 
 
頭
や
(
重
)
陳
状
提
出
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
エ
'
'
差
出
し
人
は
裏
判
(
裏
花
押
)
を
す
え
て
い
る
。

 
 
オ
'
'
「
御
奉
行
所
」
と
い
う
充
所
が
あ
る
。

 
 
カ
'
'
折
り
返
し
の
奥
の
部
分
に
折
紙
の
申
状
を
受
理
し
た
担
当
奉
行
人
の
手

 
 
 
 
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
銘
が
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

 
 
キ
'
'
折
紙
の
申
状
を
受
理
し
た
と
推
測
さ
れ
る
担
当
奉
行
人
の
裏
花
押
が
付

 
 
 
 
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
特
に
イ
の
披
露
状
形
式
や
エ
の
差
出
人
の
裏
花
押
と
い
う
点
か
ら
は

丁
重
な
、
そ
し
て
オ
の
上
所
の
な
い
充
所
か
ら
は
略
式
の
書
札
礼
を
用
い
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
(
1
6
)
。

 
ま
た
、
こ
こ
で
検
討
し
た
表
一
の
折
紙
の
申
状
の
内
容
を
み
る
と
、
こ
の
申
状

の
用
途
は
、
一
方
当
事
者
側
の
竪
紙
の
訴
状
(
ま
た
は
支
申
)
に
よ
る
主
張
の
是

非
を
論
ず
る
た
め
に
、
相
手
当
事
者
側
に
適
正
な
手
続
き
に
従
っ
た
出
頭
.
 
弁
明

と
い
う
対
応
を
求
め
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
竪
紙
の
訴
状
で
論
人
側
の

出
頭
・
弁
明
を
求
め
た
事
例
も
あ
る
。

 
そ
こ
で
、
少
な
く
と
も
幕
府
側
が
一
方
当
事
者
側
の
こ
の
よ
う
な
申
状
を
「
書

状
」
(
「
小
申
状
」
)
と
記
述
し
た
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
折
紙
と
い
う
形
式
が

注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
時
に
奉
行
人
使
者
の
派
遣
・
催
促
と
い
う
手

続
き
と
の
関
連
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

 
折
紙
の
折
り
返
し
部
分
の
奥
の
日
付
と
こ
の
申
状
を
ふ
ま
え
て
出
さ
れ
た
書
下

の
日
付
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
申
状
を
う
け
て
幕
府
で
沙
汰
が
あ
り
、
書
下

発
給
の
決
定
が
な
さ
れ
た
日
付
で
書
下
が
作
成
さ
れ
る
の
が
原
則
で
は
な
か
っ
た

か
と
推
測
し
た
。

 
最
後
に
、
両
奉
行
人
使
者
に
よ
る
二
答
状
要
求
の
際
、
訴
人
側
の
「
書
状
」
と

そ
れ
を
う
け
た
書
下
が
使
者
に
よ
っ
て
論
人
側
に
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
を
述
べ
た
が
、
渡
さ
れ
た
の
が
正
文
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余

地
を
残
し
て
い
る
。

AA1注
vv 
折
紙
に
関
す
る
論
文
と
し
て
参
照
し
た
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
中

村
直
勝
「
古
文
書
の
折
紙
に
就
い
て
」
(
『
中
村
直
勝
著
作
集
5
』
淡
交
社
、

一
九
七
八
年
、
初
出
は
一
九
一
八
年
)
、
荻
野
三
七
彦
「
折
紙
へ
の
疑
問
」
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(
『
歴
史
手
帖
』
五
巻
十
号
、
一
九
七
七
年
)
、
笠
松
宏
至
「
「
日
付
の
な

 
 
い
訴
陳
状
」
考
」
(
『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九

 
 
年
、
初
出
は
一
九
七
七
年
目
、
松
井
輝
昭
「
折
紙
の
着
到
状
に
つ
い
て
」
(
『
古

 
 
文
書
研
究
』
三
十
四
号
、
一
九
九
一
年
)
。
た
だ
、
本
稿
は
折
紙
全
体
を

 
 
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
折
紙
研
究
の
整
理
は
省
略
し
た
。

(
2
)
 
端
裏
銘
に
つ
い
て
は
、
上
島
有
「
端
裏
銘
に
つ
い
て
」
(
『
摂
大
学
術
B

 
 
晦
2
』
一
九
八
四
年
)
参
照
。
た
だ
、
こ
こ
で
使
用
し
て
い
る
銘
は
、
例

 
 
え
ば
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
大
友
言
文
書
(
康
永
三
)
十
一

 
 
月
一
日
付
雑
掌
野
鼠
重
書
状
案
(
大
友
家
文
書
に
つ
い
て
は
以
下
、
同
じ
)

 
 
の
端
に
記
さ
れ
た
「
銘
云
(
後
略
)
」
と
い
う
史
料
表
現
と
し
て
の
銘
も

 
 
含
む
広
義
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
重
書
書
案
も
竪
紙
で
あ

 
 
る
。

(
3
)
 
池
内
義
資
・
佐
藤
進
一
『
中
世
法
制
史
料
集
 
第
二
巻
』
(
岩
波
書
店
、

 
 
 
一
九
五
七
年
)
三
五
六
頁
。
以
下
、
『
沙
汰
未
練
書
』
の
引
用
は
こ
れ
に

 
 
よ
る
。

(
4
)
 
石
井
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
(
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三

 
 
八
年
)
五
十
九
頁
注
(
八
十
六
)
、
四
〇
三
頁
注
(
三
十
九
)
参
照
。

(
5
)
 
石
井
注
(
4
)
著
書
一
二
八
頁
、
＝
二
一
頁
注
(
二
一
八
)
。

(
6
)
 
石
井
注
(
4
)
著
書
四
〇
二
頁
、
四
四
二
頁
。

(
一
)
 
石
井
注
(
4
)
著
書
四
五
九
頁
、
＝
二
一
頁
注
(
二
一
八
)
。

(
8
)
 
 
『
新
潟
県
史
資
料
編
4
』
一
九
＝
二
号
、
康
永
四
年
六
月
七
日
付
足
利

 
 
直
義
裁
許
状
案
。

(
9
)
 
若
干
の
例
を
示
す
と
、
翻
刻
位
置
を
文
書
の
最
後
に
お
く
も
の
に
『
吹

 
 
田
野
史
第
五
巻
』
や
『
福
井
県
史
資
料
編
2
』
が
あ
り
、
文
書
の
最
初
に

 
 
お
く
も
の
に
『
千
葉
県
の
歴
史
 
史
料
編
中
世
2
』
や
『
大
日
本
古
文
書
』

 
 
が
あ
る
。
ま
た
、
折
り
返
し
の
奥
の
部
分
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
「
端
見

 
 
返
書
」
(
『
大
日
本
古
文
書
 
東
寺
文
書
』
六
一
九
十
五
号
)
、
「
(
折
紙
)

 
 
見
返
し
奥
書
(
ま
た
は
ウ
ハ
書
)
」
(
『
大
日
本
古
文
書
 
蜷
川
家
文
書
』

 
 
 
一
一
七
十
一
号
、
三
-
七
九
八
号
)
、
「
端
裏
書
」
(
『
千
葉
県
の
歴
史

 
 
史
料
編
中
世
2
』
一
〇
四
五
頁
)
、
「
奥
端
書
」
(
『
福
井
県
史
資
料
編
2
』
)

 
 
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
石
井
進
『
古
文
書
を
読
み
解
く
古
文
書
入
門
』
(
東

 
 
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
)
五
十
二
、
五
十
七
頁
参
照
。

(
1
0
)

(
1
1
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

 
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
の
政
務
機
構
」
(
『
九
州
史

学
』
一
〇
九
号
、
一
九
九
四
年
目
二
十
五
頁
以
下
、
同
「
南
北
朝
期
室
町

幕
府
の
訴
状
受
理
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
史
学
』
一
一
八
・
＝
九
号
、
一

九
九
七
年
)
二
〇
五
頁
以
下
参
照
。
こ
の
点
、
折
紙
の
内
々
の
伝
達
手
段

と
し
て
の
側
面
も
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
松
井
注
(
1
)
論
文
三

十
四
～
五
頁
参
照
。

折
紙
の
申
状
に
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
田
代
文
書
(
貞

和
三
)
五
月
二
日
付
雑
言
祐
尊
の
「
書
状
」
(
折
紙
)
の
よ
う
に
、
す
で

に
述
べ
た
特
徴
を
ほ
と
ん
ど
も
ち
、
さ
ら
に
銘
お
よ
び
二
名
の
幕
府
奉
行

人
(
門
真
寂
意
、
諏
訪
円
融
)
の
裏
花
押
を
付
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ

の
「
書
状
」
は
案
文
か
ど
う
か
、
原
本
に
よ
る
確
認
を
要
す
る
が
、
こ
れ

は
奉
行
人
使
者
発
遣
に
よ
る
二
答
状
提
出
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

 
上
島
注
(
2
)
論
文
一
二
一
頁
、
第
一
週
目
1
)
注
⑤
。

 
石
井
注
(
4
)
著
書
四
四
一
頁
注
(
八
十
四
)
で
は
、
こ
の
動
詞
の
主

語
に
つ
い
て
、
訴
人
が
与
奪
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
東
寺
百
合
文
書
ロ
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
三
十
八
、
一
六
一
頁
)
。

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
松
原
信
之
「
越
前
国
選
比
庄
と
地
頭
波
多
野
氏
」

(『

汕
芟
ｧ
地
域
史
研
究
』
九
号
、
一
九
八
二
年
)
参
照
。

 
こ
こ
で
試
み
に
二
一
を
み
て
み
る
と
、
書
下
正
文
は
、
表
一
！
一
の
場

合
、
論
人
側
に
、
二
一
一
二
の
場
合
、
訴
人
側
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
二
で
の
検
討
の
際
に
結
論
は
保
留
し
て
お
い
た

が
、
も
し
、
表
一
-
一
・
二
の
折
紙
の
申
状
が
と
も
に
正
文
と
し
た
ら
、

訴
人
側
に
も
論
人
側
に
も
正
文
が
伝
来
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
伝
来
の
背
景
と
あ
わ
せ
て
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

 
松
井
注
(
1
)
論
文
三
十
三
～
五
頁
参
照
。

［
付
記
］
 
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
東
京
大
学
史
料
編

 
 
 
消
毒
、
福
岡
大
学
図
書
館
に
は
史
料
閲
覧
・
文
献
複
写
等
に
際
し
て
御
高

 
 
 
配
を
賜
っ
た
。
各
機
関
の
関
係
の
方
々
と
あ
わ
せ
て
末
尾
な
が
ら
記
し
て

 
 
 
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


